
中
世
尺
八
追
考

　
－
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
を
中
心
に
Ｉ

　
　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　
私
は
前
稿
「
中
世
尺
八
の
芸
能
－
そ
の
担
い
手
と
享
受
の
様
相
」
（
『
季
刊
コ
ン
ソ
ー

ト
』
1
0
号
・
昭
6
3
二
早
楽
社
）
に
お
い
て
、
中
世
期
の
尺
八
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ
の

享
受
者
と
享
受
の
様
相
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
。
で
き
る
だ
け
確
実
な
資
料
を

通
し
て
、
事
実
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
が
、
結
論
と
し
て
は
、

　
一
、
中
世
期
を
通
じ
て
の
尺
八
の
中
心
的
形
態
は
、
一
節
・
五
孔
（
表
四
・
裏
こ

　
　
　
の
尺
八
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
普
化
尺
八
」
で
は
な
い
こ
と
。

　
一
、
そ
の
一
節
・
五
孔
の
尺
八
の
直
接
の
伝
統
（
始
発
）
は
、
少
な
く
と
も
南
北
朝

　
　
　
期
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と
。

　
一
、
そ
の
享
受
は
社
会
全
般
に
わ
た
る
広
範
な
も
の
で
あ
り
Ｔ
）
、
特
定
の
階
層
や

　
　
　
特
定
の
宗
教
な
ど
に
偏
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

等
々
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
結
論
を
前

に
し
て
も
、
普
化
尺
八
の
鎌
倉
期
伝
来
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
後
代
の
伝

承
の
枠
を
一
歩
も
出
る
こ
と
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
。
信
奉
”

は
な
お
根
強
く
、
「
中
世
尺
八
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
統
一
的
な
諒
解
は
得

ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
矢
先
、
奈
良
県
吉
野
郡
西
吉
野
村
和
田
の
堀
栄
三
氏
宅
に
、
後
醍
醐
天
皇

二
二
八
八
－
一
三
三
九
）
御
賜
と
い
う
伝
承
を
持
つ
一
節
・
五
孔
の
尺
八
が
伝
存
し

一

井

　
　
出
　
　
幸
　
　
男

（
教
育
学
部
国
語
教
室
）

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
伝
承
が
事
実
と
し
て
確
認
で
き
れ
ば
、

明
か
す
最
古
の
物
証
に
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

中
世
尺
八
の
実
態
を

本
稿
で
は
こ
の
「
伝

後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
」
を
紹
介
・
検
討
す
る
と
共
に
、
中
世
に
お
け
る
尺
八
の
始

発
の
時
期
及
び
そ
の
変
容
の
状
況
に
つ
い
て
、
再
説
を
試
み
た
い
と
思
う
。

二
、
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八

　
奈
良
県
吉
野
郡
西
吉
野
村
は
、
南
朝
関
係
の
史
蹟
が
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
所
で
あ

る
。
中
で
も
和
田
の
堀
栄
三
氏
邸
は
、
同
村
黒
淵
の
崇
福
寺
跡
と
並
び
「
賀
名
生
皇
居

跡
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
（
～
。
堀
家
と
南
朝
と
の
関
わ
り
は
延
元
元
年
二

三
三
六
）
の
後
醍
醐
天
皇
の
大
和
吉
野
山
潜
幸
に
湖
る
。
同
年
十
二
月
二
十
一
日
、
幽

閉
さ
れ
て
い
た
京
都
・
花
山
院
を
脱
出
さ
れ
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
吉
野
入
山
を
前
に
数

日
の
間
、
賀
名
生
に
滞
在
さ
れ
る
。
『
太
平
記
』
巻
第
十
八
「
先
帝
潜
二
幸
芳
野
一
事
」

は
、
当
時
の
様
子
を
、

　
　
程
ナ
ク
夜
ノ
曙
上
、
大
和
国
賀
名
生
卜
云
所
ヘ
ゾ
落
著
セ
給
ケ
ル
。
此
所
ノ
有
様
、

　
　
里
遠
シ
テ
人
姻
幽
こ
山
深
シ
テ
鳥
ノ
聾
モ
稀
也
。
柴
ト
云
物
ヲ
カ
コ
イ
テ
家
ト
シ
、

　
　
芋
野
老
ヲ
堀
デ
渡
レ
世
許
ナ
レ
バ
皇
居
二
可
レ
成
所
モ
。
ナ
ク
、
供
御
二
備
ベ
キ
其

　
　
　
f
f
l
ｓ
r
ｒt
ｌ
Ｋ
レ
ー
」
一
両
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
　
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ｒ
　
　
　
　
　
　
ｒ
　
｛
賀
名
生
｝

と
記
し
、
「
天
野
山
金
剛
寺
古
記
写
」
は
、
「
十
二
月
廿
三
日
、
帝
王
入
御
阿
那
宇
、
同

廿
八
日
、
吉
野
行
幸
給
」
と
し
て
い
る
の
で
、
日
付
は
別
と
し
て
こ
の
時
の
滞
在
が
短

儲
モ
難
レ
尋
○
゛
　
．
・
　
　
’
　
ｉ
『
ｌ
♂
　
ｌ
　
ｊ
ｌ



二
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
（
一
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

時
日
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
最
近
、
岩
倉
哲
夫
氏
は
「
粉

河
寺
文
書
」
中
の
「
某
貞
直
が
粉
河
寺
行
人
中
に
あ
て
た
下
知
状
案
」
（
『
和
歌
山
県
史
』

中
世
史
料
こ
な
ど
を
主
要
な
史
料
と
し
て
、
賀
名
生
滞
在
を
二
十
二
日
か
ら
二
十
四

日
ま
で
の
三
日
間
と
比
定
し
て
い
る
（
～
。
こ
の
時
、
御
座
所
と
し
て
後
醍
醐
天
皇
に

奉
仕
し
た
の
が
堀
氏
と
伝
え
ら
れ
、
『
南
山
巡
狩
録
』
第
巻
二
（
文
化
六
年
八
月
自
序
、

天
草
公
弼
編
）
は
。

　
　
廿
二
日
の
夜
、
大
和
国
吉
野
山
の
奥
穴
大
の
里
に
入
ら
せ
給
ふ
。
こ
ゝ
に
堀
孫
太

　
　
郎
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
か
れ
が
家
を
し
ば
ら
く
御
座
所
と
な
さ
れ
し
と
見
ゆ
。
こ

　
　
れ
は
孫
太
郎
が
家
説
な
り
。

と
記
し
て
い
る
。
堀
氏
は
、
同
家
に
伝
わ
る
系
譜
に
拠
れ
ば
、
藤
原
実
方
の
曽
孫
で
熊

野
別
当
と
な
っ
た
長
快
か
ら
出
て
い
る
。
こ
の
時
自
邸
に
後
醍
醐
天
皇
を
迎
え
て
忠
勤

に
励
ん
だ
の
は
信
増
（
堀
孫
太
郎
信
増
）
と
い
わ
れ
、
天
皇
が
吉
野
山
に
移
ら
れ
て
か

ら
も
、
そ
の
子
信
通
と
共
に
行
宮
を
守
護
し
た
と
い
う
。

　
後
醍
醐
天
皇
と
の
直
接
的
な
接
点
は
以
上
で
あ
る
が
、
信
増
父
子
は
、
正
平
三
年
二

三
四
八
）
の
後
村
上
天
皇
の
吉
野
行
宮
か
ら
賀
名
生
へ
の
脱
出
の
際
も
尽
力
し
、
自
邸

後
の
丘
上
に
黒
木
御
所
を
造
営
し
皇
居
と
定
め
た
と
い
う
。
こ
の
黒
木
御
所
は
、
和
田

の
堀
栄
三
氏
（
二
十
八
代
当
主
）
宅
の
背
後
の
丘
陵
に
あ
る
華
蔵
院
跡
が
比
定
さ
れ
て

い
る
が
、
古
来
の
土
地
の
伝
承
と
し
て
は
、
黒
淵
の
崇
福
寺
跡
と
す
る
説
も
あ
る
。
後

村
上
天
皇
は
以
後
正
平
九
年
（
一
三
五
四
）
ま
で
六
年
間
、
賀
名
生
を
皇
居
の
地
と
し
、

さ
ら
に
長
座
・
後
亀
山
天
皇
の
時
代
も
、
数
年
間
は
賀
名
生
に
滞
在
さ
れ
た
形
跡
が
あ

る
と
い
う
（
４
）
ｏ

　
こ
う
し
た
経
緯
を
実
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
和
田
の
堀
家
に
は
南
朝
ゆ
か
り
の
品
と

す
る
数
多
く
の
遺
品
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今
仮
に
『
集
古
十
種
』
（
寛
政
十
二
年
序
、

松
平
定
信
編
）
に
登
載
さ
れ
た
も
の
の
み
を
挙
げ
て
み
て
も
。

　
一
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
郷
和
田
村
堀
源
次
郎
家
蔵
　
後
醍
醐
帝
御
剱
図
（
明
治

　
　
六
年
、
宮
中
へ
献
納
）

　
二
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
郷
和
田
村
堀
源
次
郎
家
蔵
　
後
醍
醐
帝
所
賜
御
旗
図
（
日

写真１　賀名生堀家宝物略図



　
　
の
丸
紋
）

　
三
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
郷
和
田
村
堀
源
次
郎
家
蔵
　
後
村
上
天
皇
所
賜
御
旗
図

　
　
二
（
藤
紋
こ
垣
鷹
羽
紋
各
こ

　
四
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
郷
和
田
村
堀
源
次
郎
家
蔵
　
後
村
上
天
皇
所
賜
御
旗
図

　
　
三
社
神
号
御
旗
）

　
五
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
谷
和
田
村
堀
又
太
郎
家
蔵
　
鐘
銘
四
臨
鴇
鸚

と
、
五
点
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
遺
品
の
中
の
一
つ
と
し
て
堀
家
に
相
伝
さ
れ
て
き
た
の
が
、
本
稿
で
ま
ず

問
題
に
し
た
い
「
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期

に
代
官
へ
の
書
上
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
『
賀
名
生
堀
家
宝
物
略
図
』
（
写
真
～

に
「
後
醍
醐
天
皇
御
賜
、
一
節
切
笛
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
実
証
す
る

に
足
る
古
記
録
は
Ｉ
切
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
の
『
集
古
十
種
』
に
も
記
載
は
な

く
、
『
集
古
十
種
』
は
、
後
醍
醐
天
皇
関
係
の
楽
器
と
し
て
は
、
「
大
和
国
吉
野
山
蔵
王

権
現
蔵
後
醍
醐
帝
御
物
笙
図
号
三
嶽
丸
」
と
「
大
和
国
吉
野
山
蔵
王
権
現
蔵
後
醍
醐
帝
御

物
笛
図
号
七
文
字
、
同
高
麗
笛
図
」
の
三
点
を
載
せ
る
の
み
で
あ
る
。

　
後
醍
醐
天
皇
ゆ
か
り
の
品
と
す
る
証
明
は
、
上
述
の
如
く
、
堀
家
と
の
由
縁
か
ら
は

十
分
に
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
文
書
類
な
ど
確
実
な
記
録
の
上
か
ら
は

挙
証
不
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
実
物
に
拠
り
そ
の
製
作
年
代
を
究
明
す
る

ほ
か
は
な
い
。
幸
い
堀
栄
三
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
拝
見
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
、

次
に
そ
の
実
測
図
を
示
す
と
共
に
、
専
門
外
で
は
あ
る
が
若
干
工
芸
の
方
面
か
ら
も
検

討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
全
長
は
三
十
三
セ
ン
チ
（
曲
尺
約
一
尺
九
分
）
の
一
節
・
五
孔
（
表
四
二
畏
こ
の

尺
八
で
あ
る
。
各
部
分
の
寸
法
は
図
１
の
通
り
で
あ
る
が
、
試
み
に
中
世
尺
八
の
形
態

を
示
す
基
本
史
料
と
思
わ
れ
る
『
豊
源
抄
』
（
永
正
九
年
、
豊
原
統
秋
著
）
の
各
図
（
黄

鐘
調
切
図
、
盤
渉
調
切
図
、
壹
越
調
切
図
、
双
調
切
図
、
平
調
切
図
）
の
寸
法
と
比
較

し
て
み
る
と
、
『
膿
源
抄
』
に
は
「
下
ノ
穴
ヨ
リ
下
」
の
長
さ
と
「
裏
穴
ヨ
リ
上
」
の

寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
内
径

三
　
　
中
世
尺
八
追
考
－
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
を
中
心
に
Ｉ
　
（
井
出
）

・
外
径
と
も
に
歌
口
の
方
が
管
尻
よ
り
も
若
干
広
く
、
管
尻
を
多
少
し
ぼ
る
よ
う
に
作

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
但
し
漆
に
よ
る
装
飾
も
あ
る
の
で
、
竹
の

根
に
近
い
方
を
上
に
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
歌
口
は
外
側
を
斜
め

に
削
ぎ
落
と
し
た
だ
け
の
形
で
あ
る
。

　
外
観
は
一
見
し
て
大
変
に
見
事
な
漆
工
芸
で
あ
る
が
、
表
面
に
は
色
漆
と
金
粉
に
よ

る
複
雑
な
龍
と
雲
の
模
様
が
浮
き
出
て
お
り
、
筒
中
に
も
朱
の
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
歌
口
及
び
上
下
の
円
形
の
縁
の
部
分
に
は
、
金
粉
が
塗
ら
れ
た
上
に
微
細
な
麻

の
葉
の
繋
ぎ
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
精
緻
な
技
法
か
ら
は
か
な
り
の
名
工
の
手
に
な

る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
漆
工
芸
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
の
で
、
写
真
を
持
参
し

て
東
京
国
立
博
物
館
資
料
部
の
加
藤
寛
氏
に
御
教
示
を
お
願
い
し
た
。
加
藤
氏
の
御
見

解
で
は
「
漆
を
盛
り
上
げ
、
色
漆
で
装
飾
の
模
様
を
形
づ
く
る
堆
彩
漆
と
呼
ぶ
技
法
で

あ
り
、
そ
こ
に
金
粉
等
で
高
蒔
絵
を
施
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
肝
心
の
製
作
年
代
で
あ
る
が
、
加
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
堆
彩
漆
」
と
い
う

技
法
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
上
限
と
し
て
湖
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
室
町
中
期
頃
ま
で
で
、

そ
れ
以
前
の
状
態
及
び
技
法
成
立
の
歴
史
的
過
程
は
未
詳
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
か
ら
は
、
伝
承
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
し
南
北
朝
期

製
作
の
も
の
と
す
る
と
、
漆
工
芸
（
「
堆
彩
漆
」
）
の
上
か
ら
も
最
も
古
い
時
期
の
作
品

と
な
る
わ
け
で
、
結
局
は
さ
ら
に
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
判
断
材
料
の
究
明
が
必
要
と

思
わ
れ
る
。

　
上
述
の
よ
う
に
尺
八
本
体
の
工
芸
的
な
検
討
か
ら
は
、
残
念
な
が
ら
現
在
の
段
階
で

は
、
伝
承
及
び
製
作
年
代
に
つ
い
て
絶
対
的
な
判
断
は
下
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

次
に
付
属
の
参
考
資
料
と
し
て
、
尺
八
を
包
ん
で
い
る
袋
に
つ
い
て
も
紹
介
・
検
討
し

て
お
き
た
い
。
こ
の
袋
に
つ
い
て
は
後
醍
醐
天
皇
下
賜
当
時
の
も
の
か
、
後
に
尺
八
に

合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
か
は
、
確
定
的
な
記
録
・
伝
承
の
類
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
尺
八
本
体
の
時
代
性
に
も
一
定
の
示
唆
を
得
ら

れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
袋
は
、
現
在
見
る
限
り
、
柑
子
色
の
地
に
緑
・
青
二
明

黄
・
赤
朽
葉
・
白
な
ど
の
色
糸
で
植
物
紋
様
が
浮
き
織
り
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
植
物
紋
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様
は
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
私
見
で
は
蔦
の
葉
と
蔓
と
花
と
を
組
み
合
わ
せ
て

図
案
化
し
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
も
染
織
に
関
し

て
は
専
門
外
で
あ
る
の
で
、
京
都
国
立
博
物
館
工
芸
室
の
河
上
繁
樹
氏
に
写
真
を
以
っ

て
御
教
示
を
お
願
い
し
た
。
河
上
氏
の
御
見
解
は
、
「
桃
山
時
代
、
十
六
世
紀
後
半
の

唐
織
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
地
は
経
三
枚
綾
で
、
そ
れ
に
紋
様
を
別
の
糸
で
浮
き

織
り
し
、
そ
れ
が
刺
繍
の
よ
う
忙
見
え
る
」
織
り
方
と
い
う
。
ま
た
、
「
紋
様
の
繰
り

返
し
が
横
に
二
つ
あ
る
『
二
業
問
』
の
織
り
で
あ
ろ
う
」
と
も
推
測
さ
れ
た
。
そ
し
て

こ
う
し
た
「
唐
織
」
は
桃
山
時
代
以
前
に
は
な
い
も
の
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、

地
の
現
在
柑
子
色
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
元
は
総
の
糸
で
あ
り
、
そ
れ
が
退
色
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
う
し
て
見
る
と
前
述
し
た
そ
の
他
の
色
も
あ
る
い
は
多
少

変
色
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
さ
て
、
河
上
氏
の
御
説
の
通
り
袋
の
布
が
桃
山
期
の
唐
織
と
す
る
と
、
尺
八
本
体
の

伝
承
と
は
離
れ
た
は
る
か
後
代
の
製
品
で
あ
り
、
袋
か
ら
尺
八
本
体
の
時
代
性
を
考
え
、

補
助
資
料
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
以
上
考
え
て

き
た
よ
う
に
、
付
属
の
袋
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
尺
八
本
体
に
つ
い
て
も
工
芸
的
な

方
面
か
ら
の
検
討
か
ら
は
、
全
体
と
し
て
後
醍
醐
天
皇
に
関
わ
る
伝
承
に
つ
い
て
は
若

干
の
疑
問
符
が
っ
い
た
と
い
う
心
証
で
あ
る
。
し
か
し
遍
在
の
段
階
で
は
完
全
に
そ
の

当
否
が
判
定
で
き
る
状
況
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
】
旦
「
伝
後
醍
醐

天
皇
御
賜
の
尺
八
」
か
ら
は
離
れ
、
一
般
的
に
南
北
期
の
尺
八
の
存
在
そ
の
も
の
の
問

題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
二
三
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
　
　
三
、
中
世
初
期
の
尺
八
記
事
と
名
器
を
め
ぐ
つ
て

　
中
世
初
期
に
お
い
て
尺
八
の
消
息
を
伝
え
る
記
事
・
文
献
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
の

吹
奏
伝
承
（
『
教
訓
抄
』
巻
第
四
、
『
続
教
訓
抄
』
第
十
一
冊
他
）
、
慈
覚
大
師
圓
仁
の

引
声
阿
弥
陀
経
に
ま
つ
わ
る
話
（
『
古
事
談
』
巻
第
三
他
）
、
尺
八
に
堪
能
な
南
宮
貞
保

親
王
が
「
王
昭
君
」
を
復
曲
し
た
話
（
『
教
訓
抄
』
巻
第
六
・
第
八
、
『
文
机
談
』
巻
第

二
他
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
唐
楽
の
楽
器
と
し
て
渡
来
し
た
古
代
尺
八
・
雅
楽

五
　
　
中
世
尺
八
追
考
－
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
を
中
心
に
Ｉ
　
（
井
出
）

尺
八
（
表
五
孔
工
畏
一
孔
の
六
孔
、
三
節
）
に
関
わ
る
伝
承
で
あ
り
、
中
世
尺
八
と
は

形
態
に
お
い
て
断
絶
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
雅
楽
尺
八
は
平
安
末
期
、
保
元
三
年

二
一
五
八
）
正
月
に
後
白
河
天
皇
の
内
裏
で
内
宴
の
再
興
に
伴
い
復
活
の
試
み
が
な

さ
れ
た
（
『
今
鏡
』
巻
第
三
、
『
続
教
訓
抄
』
第
十
一
冊
）
あ
と
一
切
の
消
息
を
断
ち
、

実
際
に
尺
八
の
当
時
の
吹
奏
を
示
す
記
事
と
し
て
は
、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
頃
成

立
の
『
教
訓
抄
』
巻
第
八
の
「
短
笛
ハ
尺
八
云
。
律
書
楽
図
云
、
是
以
為
短
笛
。
今
ハ
目
闇
法

師
、
猿
楽
吹
レ
之
」
と
い
う
記
事
ま
で
下
る
。
前
稿
（
５
）
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
後
の

琵
琶
法
師
（
目
闇
法
師
）
や
猿
楽
の
使
用
し
た
尺
八
二
節
・
五
孔
）
と
の
関
わ
り
か

ら
は
、
こ
の
『
教
訓
抄
』
の
い
う
天
福
元
年
頃
に
吹
か
れ
た
と
い
う
尺
八
は
、
一
節
・

五
孔
の
中
世
尺
八
に
繋
が
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
空
白
の
お
よ
そ
六
十

五
年
間
に
お
け
る
雅
楽
尺
八
か
ら
の
形
態
的
変
化
を
証
明
し
え
な
い
以
上
、
厳
密
に
は

そ
の
尺
八
の
実
態
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
『
教
訓
抄
』
の

記
述
や
、
『
文
机
談
』
巻
第
二
の
「
尺
八
な
ど
申
め
づ
ら
し
き
う
つ
わ
物
」
（
南
官
長
諸

蘇
事
の
条
）
、
「
尺
八
と
い
へ
る
物
の
譜
」
（
王
昭
君
曲
事
の
条
）
と
い
う
表
現
か
ら
は
（
こ

の
表
現
が
著
者
・
僧
隆
円
の
著
述
当
時
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
七
す
る
と
）
、
当
時

に
お
い
て
尺
八
は
宮
廷
の
楽
人
及
び
貴
族
階
級
の
手
を
離
れ
、
主
に
民
間
に
お
い
て
行

な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ち
な
み
に

『
文
机
談
』
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
以
後
間
も
な
く
成
立
か
と
考
証
さ
れ
て
い
る

資
料
で
あ
る
（
。
）
。
な
お
あ
え
て
憶
測
を
か
さ
ね
れ
ば
、
雅
楽
尺
八
（
三
節
・
六
孔
ブ

か
ら
中
世
尺
八
二
節
・
五
孔
）
　
へ
の
移
行
は
、
こ
う
し
た
民
間
の
芸
能
環
境
に
お
い

て
徐
々
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
鎌
倉
期
を
中
心
と
し
た
記
事
に
つ
い
で
、
南
北
朝
期
の
尺
八
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
は
『
吉
野
拾
遺
』
巻
第
三
の
「
つ
く
し
の
宮
」
（
懐
良
親
王
）
の
尺
八

愛
好
の
記
事
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
つ
く
し
の
宮
の
御
と
し
も
ゆ
か
せ
給
は
ざ
る
御
時
、
尺
八
を
め
し
天
性
妙
を
え
さ

　
　
せ
給
ふ
。
吉
野
川
の
み
ゆ
き
に
吹
せ
給
ふ
に
ぞ
、
み
な
れ
ぬ
う
ろ
く
ず
数
し
れ
ず

　
　
水
よ
り
を
ど
り
あ
が
り
、
上
に
も
め
づ
ら
か
に
興
ぜ
さ
せ
給
へ
ば
、
た
ぐ
ひ
な
き
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御
事
と
ぞ
。
昔
も
妙
音
院
殿
熱
田
の
み
や
し
ろ
に
て
琵
琶
を
ひ
か
せ
給
ふ
に
、
う

　
　
ろ
く
ず
陸
へ
を
ど
り
あ
が
り
侍
る
と
申
し
伝
へ
し
。
ま
さ
し
く
宮
こ
の
御
た
ぐ
ひ

　
　
な
り
と
て
感
じ
奉
り
け
り
。
尺
八
は
本
は
荒
穴
と
楽
書
に
か
き
侍
る
。
い
に
し
へ

　
　
聖
徳
太
子
生
駒
山
に
て
尺
八
を
吹
か
せ
給
ふ
に
、
百
獣
は
し
り
出
て
か
う
べ
を
か

　
　
た
ぶ
け
聞
き
け
る
と
か
や
。
（
つ
く
し
の
御
子
尺
八
を
好
せ
給
ふ
事
）

　
「
つ
く
し
の
宮
」
は
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
、
鎮
西
宮
・
阿
蘇
宮
ま
た
は
征
西
将
軍
と

も
称
せ
ら
れ
た
懐
良
親
王
（
生
年
不
詳
、
二
三
八
三
年
没
）
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の

命
を
受
け
、
九
州
の
南
朝
勢
力
の
拡
大
の
た
め
西
下
し
た
の
が
建
武
三
年
・
延
元
元
年

二
三
三
六
、
延
元
三
年
あ
る
い
は
四
年
の
説
も
あ
り
）
と
い
う
か
ら
、
「
御
と
し
も
ゆ

か
せ
給
は
ざ
る
御
時
」
「
吉
野
川
の
御
幸
」
と
い
う
の
は
そ
れ
以
前
の
逸
話
を
記
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
仮
に
生
年
を
元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）
か
二
年
頃
と
い

う
説
に
従
う
と
、
最
大
限
に
幅
を
見
積
も
フ
て
も
十
歳
以
前
の
少
年
時
と
な
り
、
年
少

の
時
期
の
出
来
事
と
し
た
記
事
内
容
と
は
一
致
す
る
。
但
し
、
こ
の
逸
話
が
一
定
の
事

実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
『
吉
野
拾
遺
』
そ
の
も
の
の
成
立
事
情
に
疑
問

が
呈
さ
れ
て
お
り
判
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
『
吉
野
拾
遺
』
の
伝
本
に
は
二
巻
本
（
三

十
五
話
）
系
と
三
巻
・
四
巻
本
（
六
十
四
話
、
当
該
逸
話
を
含
む
）
系
の
二
種
あ
る
が
、

そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
二
巻
本
の
み
を
正
平
十
三
年
二
三
五
八
）
成
立
の
真
本
と

す
る
説
か
ら
、
全
巻
を
室
町
期
の
偽
作
と
す
る
説
ま
で
あ
り
、
定
説
を
見
な
い
。
後
代

の
偽
書
と
す
る
説
は
ご
∵
四
巻
本
に
見
ら
れ
る
宗
祇
の
連
歌
の
採
用
や
、
そ
の
他
虚
構

の
混
入
、
『
神
皇
正
統
記
』
『
太
平
記
』
等
と
の
文
体
の
比
較
な
ど
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
た
と
え
そ
の
成
立
が
室
町
期
ま
で
下
る
と
し
て
も
、
前
引
の
懐
良
親
王
の
逸
話

そ
の
も
の
ま
で
全
く
拠
り
所
の
な
い
創
作
と
し
て
否
定
し
去
る
こ
恚
は
で
き
な
い
。
真

偽
の
判
定
は
留
保
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
記
事
が
不
自
然
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
事

情
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
の
懐
良
親
王
と
時
代
を
接
し
て
、
十
四

世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
尺
八
に
つ
い
て
の
事
跡
を
の
こ
し
て
い
る
人

物
と
し
て
は
、
楽
家
の
豊
原
量
秋
、
賀
茂
緒
平
を
は
じ
め
と
し
た
賀
茂
社
の
人
々
、
田

楽
の
増
阿
弥
、
猿
楽
能
（
小
謡
）
の
世
阿
弥
な
ど
か
お
り
～
）
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

考
え
る
と
ほ
ぼ
十
四
世
紀
の
半
ば
頃
に
は
、
尺
八
（
中
世
尺
八
）
は
再
び
宮
廷
貴
族
社

会
に
も
そ
の
場
を
得
て
き
て
い
ふ
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
次
に
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
尺
八
の
存
在
を
名
器
の
方
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
中

世
尺
八
の
名
品
に
関
わ
る
最
も
古
い
記
事
は
、
今
の
と
こ
ろ
前
稿
で
も
ふ
れ
た
『
看
聞

御
記
』
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
卯
月
十
九
日
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
大
通
院

御
秘
蔵
」
の
尺
八
「
六
角
木
」
を
、
永
基
朝
臣
が
後
崇
光
院
・
貞
成
親
王
（
一
三
七
二

－
一
四
五
六
）
よ
り
賜
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
が
、
大
通
院
は
貞
成
親
王
の
父
、
伏

見
宮
栄
仁
親
王
二
三
五
一
－
一
四
一
六
）
で
あ
る
。
栄
仁
親
王
は
琵
琶
を
父
の
崇
光

天
皇
二
三
三
四
－
九
八
）
よ
り
、
笙
を
豊
原
國
秋
よ
り
受
け
ら
れ
、
い
ず
れ
に
も
秀

で
た
方
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
親
王
が
子
孫
の
た
め
に
旧
領
の
安
堵
を

願
っ
て
、
崇
光
天
皇
よ
り
相
伝
の
「
天
下
名
物
至
極
重
宝
」
の
笛
「
何
亭
」
を
御
小
松

上
皇
に
献
じ
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
（
『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
六
月
廿
四
日
）
。

年
来
の
「
御
秘
蔵
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
尺
八
「
六
角
木
」
も
こ
う
し
た
名
品
に

準
ず
る
名
器
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宝
笛
「
何
亭
」
の
よ
う
に
崇
光
天
皇
の
御
代

ま
で
確
実
に
さ
か
の
ぼ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
秘
蔵
の
名
器
た
る
尺
八
が

何
ら
の
伝
統
な
く
し
て
簡
単
に
形
成
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
こ
う

し
た
記
事
か
ら
も
、
中
世
尺
八
の
芸
能
は
、
ほ
ぼ
十
四
世
紀
の
半
ば
以
降
に
は
、
名
器

を
生
み
出
す
程
度
に
ま
で
十
分
に
宮
廷
貴
族
社
会
の
中
に
も
定
着
し
て
き
て
い
る
と
判

断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
中
世
初
期
の
尺
八
の
実
態
を
考
え
て
き
た
が
、
ま
た
し
て
も
丁
度
御
醍

醐
天
皇
の
在
世
時
と
も
重
な
る
十
三
世
紀
の
後
半
過
ぎ
か
ら
十
四
世
紀
初
期
の
、
半
世

紀
余
り
に
渡
る
時
期
が
特
に
不
透
明
な
時
期
と
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
思
う
に
推
測

を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
時
を
中
心
と
し
た
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て

の
時
代
こ
そ
が
、
中
世
尺
八
の
形
成
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
と
成
長
の
時
期
に
あ
た
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
堀
家
伝
来
の
一
節
・
五
孔

の
尺
八
に
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
由
縁
が
付
き
、
ま
た
そ
の
皇
子
「
つ
く
し
の
宮
」
（
懐

良
親
王
）
を
尺
八
の
始
祖
と
す
る
俗
説
が
後
に
生
ず
る
（
『
広
益
俗
説
弁
』
『
本
朝
世
事



談
綺
』
（
～
）
の
も
そ
の
象
徴
的
な
現
象
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
考
証
の
結
果
と
し
て
、
堀
家
の
尺
八
が
後
醍
醐
天
皇
下
賜
の
品
で
あ
る
と
い

う
伝
承
に
つ
い
て
は
、
中
世
尺
八
の
名
器
の
存
在
及
び
そ
の
享
受
が
、
管
見
で
は
確
実

な
所
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
十
四
世
紀
の
半
ば
頃
ま
で
で
あ
る
の
で
、
可
能
性
は
十
分
認

め
な
が
ら
も
そ
の
判
断
は
慎
重
に
保
留
し
て
お
く
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

依
然
と
し
て
中
世
尺
八
の
最
も
古
い
時
期
の
遺
品
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
さ
ら
に
考
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
貴
重
な
文
化
財
を
扱
う
態
度
と
し
て
は
や
や
慎
重
さ
を
欠
く
も
の
と
心
中
反

省
し
て
い
る
が
、
そ
の
音
色
を
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
を
押
さ
え
ら
れ
ず
、
堀
氏

の
お
許
し
を
得
て
そ
っ
と
息
を
吹
き
込
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
私
の
技
量
も
拙
劣
で
あ
り
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
一
時
で
あ
っ
た
が
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
豊
か
な
音
色
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
。
決
し
て
単
な
る
飾
り
物
と
し
て
の
工
芸
品
で
は
な
く
、
実
際
に
吹
奏
の
用
に

供
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
確
認
す
る
思
い
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
感
触

と
し
て
は
、
現
存
の
後
代
の
一
節
切
尺
八
に
く
ら
べ
指
孔
が
若
干
大
ぶ
り
で
ゆ
っ
た
り

と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
。

　
な
お
ま
た
、
堀
氏
宅
に
は
東
京
の
さ
る
方
よ
り
、
先
祖
が
京
都
で
全
く
同
様
の
品
を

求
め
て
所
持
し
て
い
る
の
で
、
つ
き
合
わ
せ
て
確
認
を
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た

写真３　『三十二番職人

　　　二歌合』こも僧

　　く　　（『日本の美術』

　　　　132職人尽絵・至

　　　　文堂による）

七
　
　
中
世
尺
八
追
考
－
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
を
中
心
に
Ｉ
　
（
井
出
）

由
で
あ
る
。
太
刀
に
お
い
て
は
「
陰
陽
の
太
刀
」
と
称
し
、
す
で
に
奈
良
時
代
よ
り
、

同
一
仕
立
の
二
振
を
献
進
用
に
作
製
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
世
尺
八
に
お

い
て
も
同
様
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
、
実
現
し
た
ら
結
果
を
知
り
た
い
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

　
　
　
四
、
中
世
尺
八
の
変
容

　
さ
て
最
後
に
、
十
分
に
資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
世
尺
八
か
ら
普
化
尺
八

へ
の
形
態
変
容
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
薦
僧
が
確
実
な
史
科
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
の
は
十
五
世
紀
の
末
頃
か
ら
で
あ
る
が

（
９
）
、
そ
れ
に
伴
っ
て
中
世
尺
八
の
形
態
に
お
い
て
も
変
化
が
見
え
始
め
る
。
そ
の
形

を
伝
え
る
最
も
古
い
時
期
の
図
は
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
と
思
わ
れ
る
が
、
岩
崎
佳

枝
氏
（
『
職
人
歌
合
』
平
几
社
、
一
九
八
七
年
）
に
拠
れ
ば
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）

春
に
歌
合
が
催
さ
れ
、
そ
の
後
判
詞
と
絵
が
相
前
後
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

絵
の
制
作
者
は
土
佐
光
信
と
す
る
伝
が
あ
り
、
岩
崎
氏
も
‐
「
土
佐
光
信
、
あ
る
い
は
上

層
公
卿
邸
に
出
入
り
を
許
さ
れ
た
光
信
周
辺
の
絵
師
と
見
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
御
説
で
あ
る
。
描
か
れ
た
尺
八
の
図
（
写
真
３
）
は
、
三
節
以
上
の
節
を

確
認
で
き
る
長
大
な
尺
八
で
あ
り
、
明
ら
か
に
中
世
尺
八
と
は
形
態
を
異
に
す
る
。
む

し
ろ
江
戸
期
以
降
に
定
着
す
る
普
化
尺
八
に
近
づ
い
た
感
が
あ
る
尺
八
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
時
代
は
下
る
が
、
嘉
永
六
年
成
立
の
『
傍
廂
』
（
斎
藤
彦
麻
呂
著
）
を
見
る
と
、

「
托
鉢
笛
」
二
図
２
）
と
し
て
、
指
孔
の
位
置
及
び
長
さ
な
ど
（
根
際
の
部
分
を
用
い
る

こ
と
は
除
い
て
）
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
の
図
と
共
通
点
の
多
い
尺
八
が
記
載
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
μ
笛
　
ェ
す
ｔ
ｔ
　
　
七
す
察
　
　
　
　
　
゛



八
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

て
い
る
。
す
な
わ
ち
歌
口
と
一
節
を
は
さ
ん
で
表
の
孔
が
ま
と
め
て
穿
た
れ
て
い
る
点

は
中
世
尺
八
と
同
様
の
作
り
で
あ
り
、
い
わ
ば
中
世
尺
八
の
下
の
部
分
に
何
節
か
を
継

ぎ
足
し
、
長
く
し
た
だ
け
と
い
う
形
で
あ
る
。
指
孔
の
位
置
が
上
部
に
片
寄
っ
て
い
る

点
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
が
、
各
部
分
の
寸
法
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら

か
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
め
図
も
、
指
の
位

置
が
上
に
あ
る
の
が
不
自
然
に
思
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
う
し
た
「
托
鉢
笛
」
の
存
在
が
事

実
と
す
る
と
、
一
応
、
歌
合
が
催
さ
れ
た
明
応
三
年
当
時
の
形
態
を
正
確
に
伝
え
て
い

写真４ニ『風俗=図屏風』（『日本の美術』132職人尽絵・至文堂に

　　十　よるト　ダ　　　　　　∧　＼　　ノ　几　　十　十

る
も
の
と
な
る
。
但
し
、
室
町
末
期
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
『
風
俗
図
屏
風
』
（
東
京

国
立
博
物
館
蔵
、
写
真
４
）
を
見
る
と
、
同
じ
薦
僧
で
も
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
短

い
中
世
尺
八
を
吹
い
て
い
る
の
で
、
一
概
に
薦
僧
の
尺
八
を
力
二
十
二
番
職
人
歌
合
』

の
よ
う
な
多
節
の
長
い
尺
八
に
統
一
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
と
も
か

く
も
、
十
五
世
紀
の
末
頃
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
一
節
だ
け
の
中
世
尺
八
に
加
え
て
、
長
さ

も
増
し
た
多
節
の
尺
八
が
創
出
さ
れ
始
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
形
態
的
変
化
は
、
前
述
の
よ
う
に
中
世
尺
八
を
母
胎
と
し
て
行
な
わ
れ
た

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
（
1
0
）
。

　
と
こ
ろ
で
中
世
尺
八
は
、
そ
れ
ま
で
は
す
べ
て
単
に
「
尺
八
」
‘
と
記
録
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
室
町
末
期
に
至
っ
て
「
一
節
切
」
と
い
’
う
名
称
が
出
て
く
る
。
前
稿
で

も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
初
見
は
「
隆
達
節
歌
謡
」
（
『
文
禄
二
年
八
月
宗
丸
老

宛
百
五
十
首
本
』
他
）
の
。

　
　
尺
八
の
、
ひ
と
よ
ぎ
り
こ
そ
音
も
よ
け
れ
、
君
と
ひ
と
よ
は
、
寝
も
た
ら
ぬ

ま
で
下
る
。
こ
の
歌
の
歌
詞
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
一
節
切
」
は
あ
く
ま
で
も
「
尺

八
の
一
節
切
」
な
の
で
あ
っ
て
、
中
世
尺
八
は
そ
れ
ま
で
本
来
「
尺
八
」
と
呼
べ
ば
そ

れ
で
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
時
点
に
至
っ
て
な
ぜ
「
一
節
切
」
・
と
限

定
し
て
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
・
、
明
ら
か
に
多
節
の
尺
八
の

出
現
・
普
及
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
う
し
た
「
一
節
切
」

と
い
う
呼
称
が
出
て
く
る
以
前
は
、
普
化
尺
八
に
つ
な
が
る
よ
う
な
多
節
の
尺
八
は
、

中
世
に
お
い
て
は
一
般
的
な
社
会
通
念
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
呼
称
の
検
討
一
つ
か
ら
も
、
鎌
倉
期
の
普
化
尺
八
伝
来
説
は
、
後

代
の
単
な
る
仮
託
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
室
町

末
に
至
る
ま
で
、
尺
八
と
普
化
宗
の
確
実
な
結
び
付
き
を
示
す
史
料
は
Ｉ
切
な
く
、
管

見
で
は
、
『
黒
本
本
節
用
集
』
（
前
田
家
育
徳
財
団
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
）
及
び
『
慶
長
見

聞
集
』
三
一
浦
浄
心
著
、
慶
長
十
九
年
序
）
の
二
書
が
、
そ
の
間
の
結
び
付
き
を
示
す

最
も
早
い
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
黒
本
本
節
用
集
』
は
、
古
筆
丁
佐

の
極
札
に
よ
れ
ば
相
国
寺
の
横
川
和
尚
（
一
四
二
九
－
一
四
九
二
）
の
筆
で
亘
、
橋



本
進
吉
氏
の
説
で
は
「
応
仁
文
明
の
こ
ろ
か
、
遅
く
も
享
禄
天
文
を
下
ら
ざ
る
も
の
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
薦
僧
・
普
化
」
と
出
て
い
る
。
ま
た
、
『
慶
長
見
聞
集
』
巻

之
六
（
大
鳥
一
兵
衛
の
事
）
に
は
、
「
古
無
僧
」
が
登
場
し
、

　
　
わ
れ
い
に
し
へ
は
四
姓
の
上
の
上
首
た
り
と
い
へ
ど
も
、
今
は
世
捨
人
と
な
る
。

　
　
然
れ
ど
も
先
業
を
か
へ
り
見
、
貧
賎
を
な
げ
か
ず
し
て
、
仏
道
の
縁
に
と
り
付
、

　
　
空
門
に
お
も
ひ
を
済
し
、
内
に
所
得
な
く
、
外
に
所
求
な
く
、
身
を
安
く
し
て
普

　
　
化
上
人
の
跡
を
つ
ぎ
、
壹
代
教
門
の
肝
要
、
出
離
下
脱
の
道
に
入
、
修
行
を
は
げ

　
　
ま
す
と
い
へ
ど
も
、
（
下
略
）

と
自
ら
の
０
　
持
を
述
べ
る
記
事
が
あ
る
が
、
近
世
初
期
の
江
戸
で
の
見
聞
を
記
し
た
も

の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
思
う
に
、
雅
楽
尺
八
を
母
胎
と
し
た
中
世
尺
八
の
始
発
が
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期

の
転
換
期
に
想
定
で
き
る
よ
う
に
、
中
世
尺
八
を
母
胎
と
し
た
薦
僧
（
後
の
虚
無
僧
）

・
普
化
尺
八
の
始
発
も
、
室
町
末
か
ら
江
戸
初
期
に
至
る
戦
国
期
の
躍
動
の
中
に
見
出

せ
る
も
の
と
考
え
る
。

注　
〒
）
　
記
録
の
上
で
確
認
で
き
る
享
受
者
の
具
体
的
な
職
業
と
し
て
は
、
田
楽
・
猿
楽
・
楽
家

　
　
　
・
公
家
・
社
家
・
武
家
・
僧
侶
・
連
歌
師
・
絵
師
・
医
師
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
蓮
如
上

　
　
　
人
子
守
唄
」
に
は
、
尺
八
を
腰
に
さ
し
辻
子
君
た
ち
の
間
を
ゆ
く
遊
客
の
姿
が
描
か
れ
て

　
　
　
お
り
、
尺
八
が
深
く
一
般
社
会
の
中
に
浸
透
・
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
２
）
　
『
南
山
巡
狩
録
』
『
大
和
志
』
『
吉
野
旧
事
記
』
『
吉
野
山
志
』
「
堀
家
所
蔵
文
書
」
な
ど
。

　
　
　
詳
し
く
は
佐
藤
虎
雄
氏
「
中
世
の
西
吉
野
」
（
『
賀
名
生
村
史
』
）
及
び
宮
坂
敏
和
氏
「
南

　
　
　
北
朝
の
動
乱
と
賀
名
生
」
（
『
奈
良
文
化
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
号
）
参
照
。

　
（
３
）
　
「
後
醍
醐
天
皇
の
吉
野
人
山
」
（
『
季
刊
ぐ
ん
し
ょ
』
平
成
２
年
春
再
刊
第
８
号
）

　
（
４
）
　
注
２
掲
出
書
参
照
。

　
（
５
）
　
「
中
世
尺
八
の
芸
能
１
そ
の
担
い
手
と
享
受
の
様
相
」
（
『
季
刊
コ
ン
ソ
ー
ト
』
1
0
号
・

　
　
　
昭
6
3
・
草
楽
社
）

　
（
６
）
　
岩
佐
美
代
子
氏
『
校
注
文
机
談
』
笠
間
書
院
、
平
成
元
年
。

　
（
７
）
　
こ
れ
ら
の
人
々
の
活
躍
時
期
及
び
活
動
の
場
な
ど
に
つ
い
て
は
、
注
５
掲
出
の
拙
稿
を

九
　
　
中
世
尺
八
追
考
―
伝
後
醍
醐
天
皇
御
賜
の
尺
八
を
中
心
に
Ｉ
　
（
井
出
）

　
　
参
照
願
い
た
い
。

（
８
）
　
（
俗
説
云
、
尺
八
は
後
醍
醐
天
皇
御
子
筑
紫
宮
よ
り
は
じ
ま
る
。
今
按
る
に
此
非
な
り
。

　
　
〒
略
）
」
（
『
広
益
俗
説
弁
』
四
十
四
・
雑
〈
尺
八
の
説
〉
＝
井
沢
幡
竜
、
正
徳
五
年
上
孚

　
　
保
十
二
年
刊
）

　
　
　
「
つ
く
し
の
み
や
に
始
る
と
い
へ
ど
も
、
猶
そ
の
昔
も
あ
り
し
事
也
。
筑
紫
宮
は
後
醍

　
　
醐
帝
の
皇
子
中
務
卿
壊
良
親
王
な
り
。
吉
野
拾
遺
に
云
、
（
下
略
）
」
（
『
本
朝
世
事
談
綺
』

　
　
二
・
器
用
〈
尺
八
〉
＝
菊
岡
浩
涼
、
享
保
十
九
年
刊
）

（
９
）
　
細
川
涼
一
氏
（
『
こ
と
ば
の
文
化
史
』
中
世
２
所
収
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
、
平
凡
社
、
一
丸
八

　
　
九
年
）
は
、
薦
僧
の
発
生
理
由
を
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
の
戦
国
期
の
社
会
に
求
め
、

　
　
『
大
内
氏
掟
書
』
の
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
四
月
二
十
九
日
付
の
禁
制
の
第
二
４
　
に

　
　
そ
の
名
を
見
せ
る
の
が
初
見
と
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
各
孔
の
音
程
は
、
歌
口
よ
り
開
孔
部
ま
で
の
長
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
た
と
え
ば
、
中
世
尺
八
の
形
態
そ
の
ま
ま
の
下
部
に
、
な
お
何
節
か
追
加
し
て
長
く
し
た

　
　
と
し
て
も
、
筒
音
を
除
い
て
は
そ
の
音
程
に
変
化
は
な
い
。
ま
た
、
当
時
の
運
指
法
を
見

　
　
る
に
、
『
謡
秘
伝
抄
』
（
早
大
演
劇
博
物
館
蔵
）
所
載
の
「
尺
八
十
二
調
子
図
田
楽
久
阿
弥
伝

　
　
之
可
秘
云
ご
、
『
僣
源
抄
』
所
載
の
「
大
神
景
益
記
」
と
い
う
図
な
ど
に
は
、
筒
音
を
用
い

　
　
た
調
子
は
見
ら
れ
な
い
。

行
）
　
『
古
本
節
用
集
六
種
研
究
並
び
に
総
合
研
究
』
（
中
田
祝
夫
、
風
間
書
房
、
昭
和
4
3
年
）

　
　
の
解
説
で
は
、
「
そ
の
証
拠
は
不
明
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
平
成
四
年
九
月
　
一
　
日
受
理
）

（
平
成
四
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行
）
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